




















（参考）明細書および特許請求の範囲の様式例

＜明細書＞

【書類名】 明細書
【発明の名称】 電気スチル画像記憶カートリッジ及びカメラ
【技術分野】

【０００１】
本発明は電気スチル画像記憶カートリッジ及びカメラに関する。

【背景技術】
【０００２】
従来の銀塩式カメラは、近年普及してきた電気式カメラに比べて高解像度な
画像が得られる利点が多い。

【先行技術文献】
【特許文献】

【０００３】
【特許文献１】 特開２００３－４９９９９９号公報

【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】 特許太郎著「画像記憶カメラのいろいろ」特許出版，

２００３年，ｐ．１２－３４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】

【０００５】
しかしながら、銀塩式カメラは、撮影した画像を見るために現像処理をしな
ければならないなど、取扱いが煩雑になる欠点があり、銀塩式カメラに電気
式カメラを一体化するという方法も携帯性や小型化などの点で不利がある。

【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、従来の銀塩写真カートリッジと互換性がある形状の電気スチル画
像情報を記憶する手段を備えたカートリッジと、銀塩式及び電気式の両方の
カートリッジを装填可能カメラとを提供することで上記課題を解決する。

【発明の効果】
【０００７】
本発明は、高品質な銀塩画像を得たい場合には、銀塩フィルムカートリッジ
を装填し、手軽な電子画像を得たい場合には、電気スチル画像記憶カートリ
ッジを装填するだけで、銀塩式と電気式の２種類の画像形式を選択でき、カ
メラ本体も１台で済むため携帯に優れ、光学系の供用化による小型化も可能
になる。

【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の別の例に係る電気スチル画像記憶カートリッジの概観図である。
【図２】本発明の別の例に係る電気スチル画像記憶カートリッジの概観図である。
【図３】本発明に係る電気スチル画像記憶カートリッジと銀塩写真カートリッジを併用

可能にしたカメラの概観図である。
【発明を実施するための形態】

【０００９】
本発明のカートリッジは、図１に示されるように、カートリッジ本体１にＣＣＤ素子２
、電気スチル画像記憶用のメモリー３及び電源供給用の電池４を内蔵し、さらに外部と
の情報交換を行うための端子５を設けている。

【実施例】
【００１０】
また、図２に示すように、接続コード６を介してＣＣＤ素子２をカートリッジ本体１に
接続してもよい。

【００１１】
本発明のカメラは図３に示されるように、カメラ本体７に情報交換のための接点８が設
けられている。この接点８は銀塩写真カートリッジのＤＸコードの読み取り接点として
も機能、これを介してレリーズ信号等の情報がカメラ本体７側とカートリッジ本体１側
との間で交換される。

【符号の説明】
【００１２】

１ カートリッジ本体
２ ＣＣＤ素子
３ メモリー
４ 電池
５ 端子
６ 接続コード

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項１】 電気スチル画像情報を記憶する記憶手段を有してなる電気スチル
画像記憶カートリッジ。

【請求項２】 銀塩写真カートリッジと請求項１に係る電気スチル画像記憶カー
トリッジを併用可能にしたカメラ。

＜特許請求の範囲＞
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